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企業統治の体制の概要
　当社は、監査役会設置会社制度を採用し、監査役による

厳格な適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とした上

で、複数名の社外取締役の招聘によりモニタリング機能・

アドバイザリング機能を強化するとともに、統括・担当執

行役員制度を採用し責任の明確化と権限委譲を行い積極

的・機動的な業務執行が行えるシステムを構築することに

より、「健全性・透明性の確保」を前提として適正に「効

率性の追求」を行う体制を整備して参ります。また、当社

では、任意の機関として、メンバーの半数以上が社外役員

により構成される報酬委員会および指名委員会を設置して

おります。役員報酬および役員人事については、これらの

委員会の答申を経て、答申内容を尊重した上で決定するこ

ととしております。

　なお、当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであ

ります。

企業統治の体制を採用する理由
　当社においては、経営の健全性と効率性を両立させるた

めには、経営のモニタリング機能を充実させた上で、業務

執行現場の意見を経営の意思決定に十分に反映させる必要

があると認識しているため、業務執行のトップおよび一部

統括執行領域の統括責任者を務める役付執行役員が取締役

を兼任し、これに社外取締役を加えた形で取締役会を構成

しております。

　監査役会設置会社制度を採用した上で、更に任意の委員

会を設置し、取締役会において取締役間の相互牽制・監督

および社外取締役による監視・監督を適正に機能させ、こ

れを監査役会が厳格に監査する体制を整備することが、当

社のコーポレートガバナンスの強化に資するものと判断し

ております。
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内部統制システムの整備の状況
　内部統制システムについては、上記の企業統治体制の下、

取締役会において、業務の適正を確保する体制に関する基

本方針を定めた上で、必要な社内規程の制定・改定、ルー

ルの周知・徹底、各種委員会の設置等を行い、取締役・使

用人がシステムの適正な運用に努め、内部統制部門および

監査役会がこれを厳格に監視・監査できる体制を整備して

おります。

　特に、経営の健全性を確保するためのコンプライアンス

体制については、「マンダムグループ考働規範」を制定し

た上で、考働規範推進委員会を設置し、考働規範の周知・

徹底、ヘルプラインシステムの整備・運用によるリスクの

回避・極小化に努めております。

　また、財務報告の信頼性および適正性を確保するための

体制については、内部監査室において、財務報告にかかる

内部統制システムの整備・運用状況の検証および内部監査

を行うとともに、取締役会および監査役会への適切な報告

を行うことにより、取締役会および監査役会が継続的にこ

れを監視、評価、改善できる体制を整備しております。

リスク管理体制の整備の状況
　リスク管理体制については、「トータルリスクマネジメ

ント推進規程」を制定した上で、社長執行役員を委員長と

するトータルリスクマネジメント委員会を推進母体として、

リスク管理体制の統括管理を行っております。同委員会は、

事業継続に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクの管理

を重要課題としてとらえ、マニュアルの整備を進めるとと

もに、リスク顕在化の兆候の洗出し・分析・評価を行い、

早期発見・未然防止に注力します。

責任限定契約の内容の概要
① 当社は、社外取締役中島賢氏および長尾哲氏との間にお

いて、会社法第427条第１項および定款第24条第２項

の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社

に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

金10百万円と会社法第425条第１項に定める社外取締

役の最低責任限度額のいずれか高い金額としております。

② 当社は、社外監査役津田昌俊氏および辻村幸宏氏との間

において、会社法第427条第１項および定款第32条第２

項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会

社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額

は、金10百万円と会社法第425条第１項に定める監査役

の最低責任限度額のいずれか高い金額としております。

［内部監査及び監査役監査の状況］

内部監査
　当社は、国内外の関係会社を含めた業務プロセスの適正

性および組織運営の効率性、内部統制の有効性、会計処理

の適切性を監査する目的で内部監査室を設置しております。

内部監査室としての監査活動は、当社各部門および国内外

の関係会社の業務監査および法令・内規等の遵守状況を監

査するとともに監査毎の報告書を社長執行役員および担当

取締役に提出し、さらにその内容を取締役会および監査役

会に報告することとしております。会計監査につきまして

は、財務管理部から提出される月次決算書および四半期・

期末決算書の検証を行っております。また、内部監査室の

責任者が常任メンバーとして監査役連絡会（後掲）に出席

し、監査役等との情報交換をはじめ、各部門とも連携し内

部統制システムの整備・運用状況の検証を行っております。

監査役監査
　当社の監査役は３名で、１名が社内出身の常勤監査役で

２名が社外監査役であります。監査役会は原則として毎月

開催しており、当期においては13回開催いたしました。

　監査役としての監査活動は、「監査役会規程」「監査役監

査基準」の監査方針に従い、重要会議（取締役会、経営会

議、常務会）に出席して必要に応じて意見表明するととも

に、国内主要事業所および海外関係会社への往査、代表取

締役への提言を適宜行っております。会計監査については

財務管理部より月次決算資料の提出を求め監査するととも

に、会計監査人からの監査計画報告（年初）および会計監

査報告を定期的に受けております。

　当社では、「監査役監査の実効性確保に関する規程」を

制定し、取締役・使用人の監査役に対する報告義務・報告

方法および監査役監査に対する協力義務を明確化すること

により、監査役監査が実効的に行われる体制を整備してお

ります。また、監査役連絡会（監査役、内部監査室、総務

部、法務室、経営企画部、財務管理部が出席）を毎月実施

するとともに、必要に応じて会計監査人、関係会社取締役

および内部監査室ならびに各部門長等と情報交換・ヒアリ

ングを行い効率的監査と実質的有効性を高めるように努め

ております。

［会計監査の状況］

　当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法

に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに委嘱して

おりますが、同監査法人および当社監査に関与する同監査
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法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はあ

りません。当社と同監査法人とは、会社法監査および金融

商品取引法監査に関しては監査契約書を締結し、当該契約

に基づき監査報酬を支払っております。また、有限責任監

査法人トーマツは、当社の会計監査に従事する業務執行社

員が一定期間を超えて関与しない措置を講じております。

　当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業

務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。

　業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定有限責任社員　業務執行社員　吉村 祥二郎

　　指定有限責任社員　業務執行社員　平田 英之

　会計監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士 ６名、その他 ５名

［社外取締役及び社外監査役］

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

いずれの社外役員も当社との間において、役員の状況に記

載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。

　社外取締役中島賢氏は、株式会社オージス総研の取締役

会長を兼任しております。なお、当社と同社の間には、情

報システムにかかる業務委託取引がありますが、平成26年

度における取引額の割合は、連結売上高の１％未満であり、

同氏の独立性に問題はなく、また特別な利害関係はありま

せん。

　社外取締役長尾哲氏は、当社との間に、資本関係、重要

な取引関係その他特別な関係はありません。

　社外監査役津田昌俊氏は、経営コンサルタントでありま

す。なお、当社と同氏との間には、資本関係、重要な取引

関係その他特別な関係はありません。

　社外監査役辻村幸宏氏は、弁護士であり、辻村幸宏法律

事務所代表を兼任しております。なお、当社と同法律事務

所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関

係はありません。

　当社は、当社と特別の利害関係を有しない独立性の高い

社外取締役及び社外監査役を選任することにより、当社の

企業統治の強化およびグループ経営全般の質的向上をは

かっております。なお、社外取締役および社外監査役を選

任するに際しての独立性に関する具体的基準または方針は

特段定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性

基準などを参考とし、一般株主と利益相反が生じない人材

を選任すべきものと考えておりまして、現任の社外取締役

および社外監査役につきましては、全員が東京証券取引所

の独立性基準を満たしており、全員を独立役員として東京

証券取引所に届出ております。

　社外取締役については、経営戦略やコーポレート・ガバ

ナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実

務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。

また社外監査役については、監査の方法その他監査役の職

務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発

言をいただいております。

　また、社外取締役および社外監査役は、必要に応じ、内

部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関

および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており

ます。また、監査役連絡会等の場を通じて内部統制部門と

緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。

［役員報酬の内容］

�役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の
総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の
総額（百万円） 対象となる

役員の員数
（人）固定報酬 変動報酬

取締役

（社外取締役）  を除く
252 180 72 5

監査役

（社外監査役）  を除く
33 33 ー 2

社外役員 35 35 ー 5

�役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関す
る方針の内容及び決定方法
①会社役員の報酬額決定に関する方針

　当社の業務執行取締役報酬は、会社業績および個々の

業務執行取締役の業績との連動性を高めることにより、

業務執行取締役の継続的かつ中長期的な業績向上へのモ

チベーションの高揚を促し、企業価値の向上をはかるこ

とを方針としております。業務執行取締役の報酬につい

ては、職務専念の安定という意味合いから短期的な業績

反映部分を排した労務提供の対価たる基本報酬としての

「固定報酬」と業務執行にかかるインセンティブという

意味合いから短期的業績を反映させた「変動報酬」から

構成されます。「固定報酬」は、外部データ等を参照し、

役位別に当社グループの経営の対価として妥当な水準を
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設定しております。「変動報酬」は、前事業年度の業績・

計画達成度および当事業年度の事業計画を勘案した業績

反映報酬として年間支給額を設定しております。

　なお、業務執行取締役の個別の支給額については、個

別の業績評価の結果に基づき決定しております。

　非業務執行取締役（社外取締役を含む）の報酬に関し

ては、「固定報酬」のみとしております。

　当社の監査役報酬は、当社グループのコーポレートガ

バナンスの根幹をなす厳格な適法性監査という重要な役

割と責任に照らし適正な水準を設定することにより、企

業価値の維持・向上をはかることを方針としております。

監査役の報酬については、監査役の役割と責任において

業績に関係なく厳格な適法性監査を求められることから、

業績に左右されない「固定報酬」部分のみから構成され

ます。

②�会社役員の報酬額および報酬額決定に関する方針の決定

方法

　取締役の報酬額は、半数以上が社外役員から構成され

る「報酬委員会」による審議・答申を経て、これに基づ

き、株主総会にて承認を受けた報酬枠内において、取締

役会決議により決定しております。また、取締役の報酬

額決定に関する方針についても、「報酬委員会」による

審議・答申を経て、これに基づき、取締役会決議により

決定しております。

　監査役の報酬額は、各監査役の能力、監査実績、外部

データ等を総合的に勘案し、社外監査役２名を含む監査

役間において協議の上決定しております。また、監査役

の報酬額決定に関する方針についても、社外監査役２名

を含む監査役間において協議の上決定しております。

［取締役の定数］

　当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

［取締役の選任の決議要件］

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投

票によらないものとする旨定款に定めております。

［株主総会決議事項を取締役会で決議するこ
とができることとした事項］

自己株式の取得
　当社は、「会社法第165条第２項の規定により、取締役会

の決議をもって、市場取引等により自己株式を取得するこ

とができる。」旨定款に定めております。これは、機動的

な資本政策の遂行を可能とすることを目的としております。

取締役および監査役の責任免除
　当社は、取締役の責任免除について、「会社法第426条第

１項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役（取

締役であった者を含む。）の当会社に対する損害賠償責任

を同法の限度において免除することができる。」旨定款に

定めております。これは、優秀な取締役の人材確保と取締

役が萎縮することなく積極的な意思決定・業務執行を行う

ことを可能とする環境を整備することを目的としておりま

す。また、当社は、監査役の責任免除について、「会社法

第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、

監査役（監査役であった者を含む。）の当会社に対する損

害賠償責任を同法の限度において免除することができる。」

旨定款に定めております。これは、優秀な監査役の人材確

保と監査役が期待される役割を十分に発揮することができ

る環境を整備することを目的としております。

剰余金の配当等の決定機関
　当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定

める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、

取締役会の決議により定めることができる。」旨定款に定

めております。これは機動的な資本政策および配当政策の

遂行を可能とすることを目的としております。なお、剰余

金の配当等に関する株主総会の決定権が排除されるもので

はありません。

［株主総会の特別決議要件］

　当社は、「会社法第309条第２項の定めによる決議は、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっ

て行う。」旨定款に定めております。これは、株主総会に

おける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会

特別決議事項の機動的な意思決定・業務執行を可能とする

ことを目的としております。
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